
～街頭募金活動に関して～ 

動物愛護の観点から、当協会に苦情が届いております。 

苦情に対して、ボランティアグループには、理事一同として下記の文書を 

発行しております。また、動物愛護関係団体及び補助犬育成団体、獣医師会へ 

行われている募金活動について、連絡をしております。 

それから、通報があった場所と以前から通報いただいている場所に関しては 

管轄の警察署へ、動物愛護違反と募金詐欺の連絡を取りました。 

募金活動ボランティアのみなさまへ 

日ごろから当協会のためにご尽力いただき誠にありがとうございます。 皆様がたのご協力のおかげで職 

員一同聴覚障害者の方々のための聴導犬育成事業に日々全力を尽くすことができると確信いたしてお 

いります。 

さてこの度は、先日ご連絡申しあげた件に関して再度文章を送らせていただきます。先日の出来事に関 

する理事一同の認識を再確認し、 皆さま方との同意を文章化することが大切であるという考えのもとに 

作成いたしました。 

夏期等天候が生体にとって負担となるような時期に関して、 聴導犬普及協会では犬を伴う募金活動を行 

わないこととしております。 

イベントなどに関しても、 屋外のものに関してはお断りさせていただいております。 このような規定は、 

犬/動物福祉の観点からはごく当り前なことであると考えております。わが国には、動物の福祉を守る 

ための法律もあり、それを遵守するということは、国民として、また動物関連団体としてやらなければ 

ならぬことであり、この義務を怠ることは、すなわち法に触れることでもあります。 

協会としてはサポーターの方々にもこれを守っていただきたくお願いをいたしております。 

今まで、あまりそのような規定等のお話をさせていただかなかったことは、私どもの不手際であり、お 

詫び申し上げるしかございません。 

今後は、ぜひこのような事柄を活動の際にはお守りいただくようお願い申し上げます。 

聴導犬普及協会の名で活動なさる場合には、 一般市民の方々の目には協会の責任のもとに動いておられ 

ると受け止められてしまいます。 

何か不都合があれば、それは協会の責任にもなります。動物の愛護と管理に関する法律の違反があった 

場合に、直接指導を受けるのは協会となってしまうことはいうまでもありません。 

皆さまの善意で成り立っている団体ではございますが、その点はぜひご理解ください。 

また、 私どもの理念として犬も人間も幸せでなければ補助犬の育成はやってはならぬと確信いたしてお 

ります。



特に自らの選択で仕事を選ぶことができぬ犬の福祉を、 周囲のものすべてが第一に考えることは当然で 

あるとも思っております。どうか今後は、このような基本的考え方を踏まえたうえでのご協力をお願い 

申し上げます。なお、他の違法団体に対するけん制のため、今後当協会に届いた苦情に関しては、動物 

愛護の観点から警察等へ通報する対策をとることになりました。 

いろいろとお願いばかりで本当に恐縮ではございますが、ぜひよろしくお願いいたします。 
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各団体のみなさまへ 

日ごろから聴導犬普及協会の活動に対するご理解をいただき誠にありがとうございます。 

さて本日は、私どもの団体の名をかたり不当な募金活動が行われているとの情報に関するご連絡をさせていただ 

きたく文章を送付させていただきました。 

最近、埼玉及び東京北部におい、NPO法人聴導犬普及協会の名を掲げ炎天下で犬を伴い募金活動をしている者が 

いるという通報を受けました。夏の初めに関連団体が犬連れで募金をしていた事実はございましたが、これは本 

部の方から厳重注意いたしました。すでにその団体はその様な活動は停止しております。 

しかし、最近になって本部に何人かの一般市民の方々から、協会名で募金をしている人を見た、犬を連れてい 

た等々の通報がございました。残念なことに私どものような小規模な団体にとっては不特定多数の市民の方々の 

活動に関する監視体制を敷くことは不可能なことです。パンフレットなどに関してもご要望があれば広報部から 

お送りすることもあり、それが末端で不当な募金活動に使われるなどと考え、配布を控えるということもありま 

せん。 

弱小団体にとって広報はある意味生命線の一つでもあり、協会のことを知りたいとおっしゃられる方々を切り 

捨てることはできません。それと同時に、小さな団体ゆえにマイナス・イメージがどこかで形成されてしまった 

場合そこから被るダメージも極めて重大なものとなってしまうことも事実ではあります。 

皆さま方におかれましてはこのような通報・情報提供がありました場合には、聴導犬普及協会とは関係のない 

者たち仕業であることをぜひご理解いただき、またその旨を情報提供者の方々にもお伝えいただくようお願い申 

し上げます。また、もしそのような通報がございましたらぜひ下記事務所に連絡をいただければ幸いです。 

怪しい募金活動に悩まされているのは決して私どもの協会だけではありません。今までにも似たような事例は 

多々あったように思いますが、今後はこのような連絡をお互いにしあうことによって、できる限り不当な活動を 

展開させている者たちを封じ込めていくべきであると考え、皆様にご連絡をさせていただいた次第でございます。 

ぜひご協力をお願いいたします。 

今後とも聴導犬普及協会を温かく見守っていただきたいと思います。


